
６．その他

✓令和７年度の各事業所における事故報告件数について

✓介護保険施設等における事故の報告様式等について

✓他保険者の地域密着型サービス事業所の利用について

✓ケアプランデータ連携システムについて

✓認知症対応型共同生活介護の入退居者の把握について

✓軽度者申請・福祉用具・住宅改修について

✓地域密着型サービスの新規指定について

✓介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金
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✓令和７年度の各事業所における事故報告件数について

事故の種別 件数

１．死亡事故（意識不明を含む） 6

２．死亡事故以外 103

内

訳

骨折 70

打撲・捻挫・挫傷 13

切傷・擦過傷 12

誤嚥・誤薬・異食 1

感染症・結核 0

失踪・徘徊 1

交通事故 0

その他 6

合 計 109

雲南広域連合のホームページに
事故報告についての取扱要領を
掲載しています。

事故発生時の市・町への連絡に
ついて、速やかに、かつ正確な
連絡・報告をお願いいたします。

提出先：市町介護保険担当課
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✓介護保険施設等における事故の報告様式等について

厚生労働省より示された様式に変更します。

様式は雲南広域連合ホームページからダウンロードのうえ作成して
ください。
令和８年４月１日からは新様式で提出をお願いします。

また、提出方法について、電子メールによる提出に切り替える予定
です。
詳細については改めてお知らせしますのでよろしくお願いいたします。
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✓他保険者の地域密着型サービス事業所の利用について

地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるサービスとなっていま
す。

ただし、やむを得ない事情があるときは、保険者間で協議し、事業所所在地の保険者の同意を得ることにより、他
保険者の地域密着型サービスの利用が可能となる場合があります。

雲南広域連合の被保険者で、圏域外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、利用前に、「地域密着型
サービス事業所（圏域外）利用申請書」を提出してください。 ※事前手続が原則です。

「地域密着型サービス事業所の圏域外利用の手続きのながれ」を確認し、適正な手順どおりの手続きを遵守してい
ただきますようお願いします。

～地域密着型サービス事業所の圏域外利用の手続き～

○サービス利用前に、ケアマネジャーから、保険者である雲南広域連合に、事前申請が必要です。

○圏域外の指定の手続きには、相当の理由と時間が必要となるため、余裕をもって、事前に保険者と事業所所在地
の保険者に相談していただくことになっております。ただし、必ずしも利用が認められるものではありませんのでご
注意ください。

○手続き完了前にサービスを利用された場合は、介護保険給付の支給対象となりませんのでご注意ください。

○制度および利用者負担の説明について、サービス利用の前に、利用者及び家族に対し、十分な説明が必要です。
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✓他市町村の地域密着型サービス事業所の利用について

■地域密着型サービス事業所の圏域外利用の手続きのながれ

□他保険者の地域密着型サービス事業所の利用を選定した場合
※利用する前に以下の手続きを行い、利用の承認を受けることが必要です。
① 他保険者の地域密着型サービス事業所を利用したい場合は、事業所（ケアマネジャー） から、保険者（雲南広域連合）に対して、
事前に「地域密着型サービス事業所（圏域外）利用申請書」を提出してください。
② ①の申請に基づき、保険者（雲南広域連合）は、当該利用希望者が、圏域外の地域密着型サービス事業所を利用する必要性
等があるか、判断します。
③ 保険者（雲南広域連合）は、必要性等を認めた場合、事業所所在地の保険者との同意協議を行います。同意協議とは、事業所
所在地の保険者に、雲南広域連合の被保険者がその事業所を利用してよいかを事前に協議することです。
④ 事業所所在地の保険者は、必要性及び許容性の判断を行い、保険者（雲南広域連合）に対して同意する旨又は同意しない旨
の回答をします。
⑤ 保険者間（保険者と事業所所在地の保険者）協議の結果につき、ケアマネジャーおよび他保険者の事業所にお知らせします。
⑥ 同意が得られた事業所には指定申請書類等を提出いただき、その内容を基に保険者（雲南広域連合）が指定を行います。
指定とは、事業所の運営状態、人員配置や設備等が、介護保険関係法令の基準に合っているか、利用者が安全に利用できる
か等を審査し、指定事業所として承認するものです。
①～⑥の手続き完了により、当該利用希望者について、圏域外の地域密着型サービスの利用が可能となります。

□圏域外の被保険者が雲南広域連合の地域密着型サービス事業所の利用を選定した場合
この場合も、保険者と、事業所所在地の保険者による事前の手続きが必要になります。
なお、圏域外の地域密着型サービスの利用者の受け入れについては、各保険者の基準等により、同意が得られない場合があり
ますので、事前相談は必ず必要です。
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✓ケアプランデータ連携システムについて
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✓ケアプランデータ連携システムについて

ケアプランデータ連携システムを
導入することによって、介護事業
所の文書作成に要する負担が大
幅に軽減されることが期待されて
います。

この機会にぜひ日頃関係のある
事業所の皆様とお誘いあわせのう
え、お申込みください。
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✓ケアプランデータ連携システムについて
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✓認知症対応型共同生活介護の入退居者の把握について

認知症対応型共同生活介護については、住所変更や居宅の届出等が不要であるた
め、雲南広域連合で入退居者の把握ができていない状態です。

そのため、入居前の居宅介護支援事業所が登録されたままになっている等のケース
が生じています。

入退居者および被保険者情報を正しく把握・登録するために、「認知症対応型共同生
活介護入居・退居連絡票」を必ず提出していただきますよう、ご協力をお願いいたしま
す。
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✓軽度者申請についての注意点

・軽度者申請の対象福祉用具種目【移動用リフト】について

【移動用リフト】のうち、昇降座椅子については、認定調査項目の「移乗」で
判断することになっているので、必要に応じて雲南広域連合に軽度者の申請
をお願いいたします。（※「生活環境において段差の解消が必要と認められる
者」には該当しません）

〔平成19年3月30日付厚生労働省老健局振興課通知〕より

「昇降座椅子」については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断します。その理由は、
「床からの昇降」を補助する「昇降座椅子」は「床から椅子の高さまでの動き」を評価する必要があり、「畳からポータ
ブルトイレへ」の「乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要があるためです。したがって昇降座椅
子について「立ち上がり」で必要性を判断することは妥当ではありません。
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✓福祉用具購入についての注意点

・「福祉用具購入費支給申請書兼請求書」について押印廃止になっていますが、今般申請に
係るトラブル等も見受けられますので、基本的には申請者名欄には自筆で記入してもらう、も
しくは押印してもらうようにお願いいたします。

・原則的には、同一品目の福祉用具を複数個購入することはできません。ただし、杖やス
ロープのような種目の性質等から認められる場合もあります。（杖の2本購入については、単
に屋内用・屋外用であるという理由では認められません。使用用途の違いを明記してください。
また、本人の身体状況から2本ないと歩行が安定しない場合なども、その旨を明記してくださ
い。）

その他、再支給できる場合というのは、

➀破損して安全性が保てなくなった場合、②介護の必要の程度が著しく高くなった場合とな
ります。

※いずれも事前に雲南広域連合に連絡し、あらかじめ確認を得てください。➀については
状態が分かるよう写真等を添付し、理由欄にその旨を記載してください。判断に迷うケースは、
事前に雲南広域連合にご相談ください。
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✓福祉用具貸与・購入についてのお願い

福祉用具の貸与・購入の際には、

原則は雲南管内の福祉用具事業者を案内してください。

保険給付費は、管内の被保険者から徴収した保険料等で構成されているの
で、管内でサービスを利用するのが原則です。価格等の面もあると思います
が、雲南管内の事業所を守る意味でも地域包括支援センター職員や居宅介
護支援事業所のケアマネジャーから案内するのは管内の福祉用具事業者に
してください。

※本人や家族から管外の事業所を要望される場合はこの限りではありませ
ん。
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✓住宅改修についての注意点

【事前申請時】

・住宅改修について保険給付が認められるのは、「日常生活動作」に関わる箇所に限定しま
す。お墓参りや庭の手入れ、農作業等本人の生きがいや生活を充実させるための工事は認
められません。

・見積書について、原則的には「一式」の記述は認められません。また、手すり等の材料につ
いてもできるだけ内容を詳しく記載し、それぞれの単価が分かるようにしてください。

・玄関と勝手口どちらも改修する予定のある場合は、それぞれに改修が必要な理由を明記し
てください。（基本的にはどちらか片方です。）

☆住宅改修の保険対象になるのか判断に悩まれるケースがあれば、事前に雲南広域連合
までご相談ください。
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✓福祉用具購入及び住宅改修についての注意点

➀本人が入院・入所中の間は保険給付費の支給ができません。
入院・入所中に福祉用具を購入されたり、住宅改修の事前申請を
される際はその旨記載お願いします。（雲南広域連合から退院日
を確認の後、支給します。）

②福祉用具購入や住宅改修の利用者負担額について、端数が出
た場合は切り上げてください。
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✓地域密着型サービスの新規指定について

サービスの種類 地域密着型通所介護

届
出
者

実施主体 社会福祉法人 雲南市社会福祉協議会

所在地・代表者 雲南市三刀屋町三刀屋１２１２番地３ 会長 大塲 篤

事
業
所

名称 ふれあいセンター通所介護事業所

所在地 雲南市掛合町入間４８２番地３

管理者 願永 珠青

利用定員 １０人

指定年月日 令和７年１０月１日
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✓介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金

○提出期限 令和８年４月１５日

○提 出 先 島根県

○手続きの詳細については島根県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/shogukaizen
/r7kaigochinage.html

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/shogukaizen/r7kaigochinage.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/shogukaizen/r7kaigochinage.html
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